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3. 環境影響評価法（環境アセスメント法）について

国 民 等 事業を実施しようとする者 都道府県知事等 主務大臣・環境大臣

計画段階 
配慮事項の検討結果 

（配慮書） 

配慮書についての
意見聴取

意  見 

計画への反映

意  見 

主務大臣の意見 

環境大臣の意見 

送付 

　配慮書とは、事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、第１種事業を実施しようとする者が、

事業の位置・規模等の検討段階において、環境保全のために適正な配慮をしなければならない事項につい

て検討を行い、その結果をまとめた図書です。

　配慮書の作成の際には、事業の位置、規模等に関する複数案の検討を行うとともに、対象事業の実施が

想定される地域の生活環境、自然環境などに与える影響について、地域の環境を良く知っている住民をはじ

めとする一般の方々、専門家、地方公共団体などの意見を取り入れるよう努めることとされています。

　事業者は、作成した配慮書の内容を方法書以降の手続に反映させることとなっています。また、第2種

事業を実施しようとする者は、これら一連の手続を任意で実施できます。

　法改正前の環境アセスメントは、事業の枠組み（事業の大まかな位置、規模等）が既に決定された段

階で行うものであったため、事業者が、対策の検討や実施について柔軟に対応することが困難な場合が

ありました。

　これに対し、法改正により導入された配慮書手続は、事業計画の検討の段階（事業の位置、規模や施

設の配置、構造などを検討する段階）を対象としているため、より柔軟な環境配慮が可能となり、これ

まで以上に効果的に環境影響の回避、低減が図られるなどの効果が期待されます。

　諸外国の制度の中には、個別の事業計画に影響を与える上位計画や政策そのものの検討段階で環境

アセスメントが行われているものもあり、事業のより早期の段階におけるこのような環境配慮の仕組み

は、より効果的な環境配慮がなされる効果が期待されます。今後は、こうしたより早期の段階での環境

配慮の仕組みについても検討を進めていく必要があります。

配慮書手続とより上位の計画等における環境アセスメントトピック 3

環境影響評価法の目的

「配慮書」の手続
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判定（60日以内）

事 業 者 都道府県知事環境大臣 主務大臣

事業の概要 

アセス必要

アセス不要

届出 

ガイドライン 判定基準

意見 (30 日以内） 

通知 

　開発事業について環境アセスメントを行うかどうかを決める手続のことをスクリーニングと呼びます。スク

リーニングとは「ふるいにかける」という意味です。

　環境影響評価法で環境アセスメントの対象となる事業は、事業の規模によって定められています。しかし、

環境に及ぼす影響の大きさは、事業の規模だけによって決まるのではありません。

　例えば、学校のような施設や水道原水の取水地点付近の事業、多くの野鳥のすみかとなっている干潟を

埋め立てる事業などは、規模は小さくても、環境に大きな影響を及ぼすおそれがあります。

　そこで、必ず環境アセスメントを行う事業（第1種事業）に準じる大きさの事業（第2種事業）については、

環境アセスメントを行うかどうかを個別に判定することにしています。

　判定は、事業の免許等を行う者（例えば、道路であれば国土交通大臣、発電所であれば経済産業大臣）等が、

判定基準にしたがって行います。なお、判定に当たっては、地域の状況をよく知っている都道府県知事の意

見を聴くことになっています。

スクリーニングの手続

事業の内容による基準

　・大気汚染物質が多く発生する燃料を使う火力発電所

　・他の道路と一体的に建設され、全体で大きな環境影響が予想される道路

地域の状況による基準

　・近くにイヌワシの営巣地があるダム

　・国立公園に環境影響が及ぶ事業

　・大気汚染物質（窒素酸化物等）が環境基準を超えている地域を通る道路

第2種事業の判定（スクリーニング）

規模が小さくても環境アセスメントを行う必要がある事業の例
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3. 環境影響評価法（環境アセスメント法）について

国 民 等 事 業 者 都道府県知事 市町村長 主務大臣・環境大臣

アセスメント方法案 
（方法書） 

縦覧（1ヶ月）・説明会

意見の概要の作成

意  見 

アセスメント方法の決定

送付 
送付 

提出 

提出 

※1：対象事業により環境影響を受ける範囲が政令で定める一つの市の区域に限られるものである場合 
※ 政令で定める市：札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、新潟市、名古屋市、 
                                       京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、広島市、北九州市、福岡市 

意  見 

意  見 

主務大臣の助言 

送付 
送付 

90日以内に 
 

公表後の 1カ月半、 
 
 

 
誰でも意見を出す 
 
 

 
ことができます。 
 

環境大臣の意見 ※1 

　同じ道路を作る場合でも、自然が豊かな山間部を通る場合と、大気汚染の激しい都市部を通る場合とで

は、環境アセスメントで評価する項目も違ってきます。

　地域に応じた環境アセスメントを行うことが必要であるため、環境アセスメントの方法を確定するに当たっ

ては、地域の環境をよく知っている住民を含む一般の方々や、地方公共団体などの意見を聴く手続を設けて

います。この手続のことを、「スコーピング」と呼んでいます。

　具体的には、事業者は「環境影響評価方法書」（方法書）を作成し、都道府県知事、市町村長に送付します。

方法書とは、環境アセスメントにおいて、どのような項目について、どのような方法で調査・予測・評価を

していくのかという計画を示したものです。また、方法書を作成したことを公表（公告といいます）し、地

方公共団体の庁舎、事業者の事務所やウェブサイトなどで、１ヶ月間、誰でも見られるようにします（縦覧

といいます）。

　方法書の内容についての理解を深めるために、事業者は説明会を開催し、環境保全の見地からの意見の

ある人は誰でも意見書を提出することができます。事業者は、提出された意見の概要を都道府県知事と市

町村長に送付します。その後、都道府県知事等は、市町村長や一般の方々から提出された意見を踏まえて

事業者に意見を述べます。

　事業者は都道府県知事等からの意見を踏まえて、環境アセスメントで評価する項目及び手法を選定する

にあたり、必要に応じて主務大臣に技術的な助言を申し出ることができます。申し出を受けた主務大臣は、

技術的な助言をしようとするときは、あらかじめ環境大臣の意見を聴かなければなりません。

　事業者はこれらの意見を踏まえ、環境アセスメントの方法を決定します。

スコーピングの手続

環境アセスメント方法の決定（スコーピング）




